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成年後見制度を知ろ成年後見制度を知ろう！！
～認知症、知的障がい、精神障がいのかたの財産や権利を守ろう～

成年後見制度を知ろ成年後見制度を知ろう！！
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�������������

申し立てに必要な主なもの
・申立書
・診断書（明らかに判断能力がない場合は
　　　　　鑑定が必要でない時もあります）
・申し立て手数料（800円の収入印紙）
・登記手数料（2,600円）
・郵便切手代（約5,000円）
・本人の戸籍謄本　 など

調査・審問など
裁判所の職員が事情を尋ねたり、問い合わせ
たりします。

家庭裁判所は本人にとって最も適任と思わ
れるかたを選任します。

医療や介護
サービスの手続き
ができなくなった

お金の管理が
できなくなった

よく分からない
まま契約をして
しまう

審　判 審判手続き

後見、保佐、補助の開始の申立て
成年後見制度の利用の流れ

ど
う
い
っ
た
人
が
後
見
人

な
ど
に
な
る
の
？

Q

判
断
能
力
が
不
十
分
で
な
い
と

利
用
で
き
な
い
の
？

Q

利
用
の
流
れ
は
？

Q
後
見
人
な
ど
は
何
を
し
て
く
れ
る
の
？

Q

ど
こ
に
相
談
し
た
ら
い
い
の
？

Q
�������������������
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